
村松整体塾  （自分自在ラボ）  　心躰法・実践技術コース  受講申込  書  

平成 21 年 8 月開講分申込み用

以下、*印のついたところは必ずご記入下さい。電話は少なくとも 1 つご記入下さい。◎印の所は該当にマルを記入

*氏名 姓: 　　　　　　　名: Email (あれば)

*ふりがな 携帯電話 -　　　　　-

*性別　 　男性　　　　女性　 携帯電話会社◎ S.B ・ au ・ Docomo ・ Wilcom ・ 他

*生年月日 　　昭和　　　　年　　　月　　　日 携帯電話 Email

*住所 (〒　　　-　　　) 設置電話 -　　　　　-

FAX -　　　　　-

*参加資格　◎ 関係諸流派を含む：(短期コース修了　長期コース修了)　その他(　　　　　　)

*整体の開業をしていますか？　◎

整体の実務経験はありますか？

整体院開業　・整体院に雇用されている　・過去開業していた

過去に雇用されていた　・　実務経験なし　・その他(　　　　　　　　　　　　　　　)

*職業等　◎ 整体関係・他の療術や医療・会社員・自営・主婦・無職・その他(　　　　　　　　)

職業に関して備考(必用な場合記述

してください)

過去の開業経験や流派等(必用な

場合記述してください)

その他、申し出たい事があればこち

ら。申込みに関する重要なお問い

合わせは、こちらではなく事前にお

問い合わせ下さい

*該当に○印 お支払いの料金：

　　一括受講【短期コース修了者】：478,000 円（税込）

　　一括受講【長期コース修了者】：378,000 円（税込）

　　単位受講【短期コース修了者】： 52,500 円（税込）

　　単位受講【長期コース修了者】： 42,000 円（税込）

振込先：焼津信用金庫 ・ 焼津西支店　　 普通０４０５０８５　　名義人：村松幸彦

別紙、『村松整体塾（自分自在ラボ）受講申込規約』に同意し、前述で選択した受講料金の支払

いをもって、村松整体塾（自分自在ラボ）　心躰法・実践技術コース当年 7 月開講分の申込みを致し

ます。　初回会場は大阪といたします。　

平成 21 年　　月　　　日　　　　署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

※別紙『村松整体塾（自分自在ラボ）受講申込規約』も同様に署名捺印ください。



村松整体塾（自分自在ラボ）受講申込規約

＜入会手続き＞

講座受講者は、この申込書に基づき受講料を支払い、申し込みを完了します。

＜目的＞

この申し込みは受講者が村松整体塾（自分自在ラボ）による整体技法の指導及びそれに付随する指導を受けること

を目的とします。

＜講座及び受講のガイドライン＞

この講座は単位制で、整体技法を６つの部位に分け、１ヶ月１部位を１単位として講義と実習を進め、６ヶ月受講を１

クール、全体として１年間、計２クールの受講で修了するものとします。

未受講単位が生じた際は、翌６ヶ月、１クールの間に受講を終わらせ修了します。

また、１単位のみの申し込み、受講も可能で、これを単位受講と呼び、修了出来なかった場合は、未受講単位を単位

受講することで、修了を認めます。

単位受講を積み重ね、２クール受講の単位、内容に及ぶことで修了とします。

なお、クーリングオフを除き、いかなる理由があっても、納められた受講料の返金はいたしません。 

＜契約の変更＞

受講者は住所、氏名、電話番号等、申し込み事項に変更が起きた場合、速やかに村松整体塾（自分自在ラボ）に届

け出るものとします。

＜契約の解除＞

受講者が故意に講座運営、あるいは他の受講者の受講を妨げた場合、村松整体塾（自分自在ラボ）は本契約を解

除し、本契約の再契約を拒否することが出来ます。

＜講座の保証＞

村松整体塾（自分自在ラボ）はこの申込書に記載された講座開催を保証します。

ただし、不可避な事態の際はこの責を負いません。

また、受講者の講座修得を保証するものでもありません。

＜村松整体塾の責任＞

村松整体塾（自分自在ラボ）は、整体技法の指導及び受講者の安全、衛生に関しての最善の努力を行うものとしま

す。

ただし、不可避の事態におけるトラブルについては一切の責任を負いません。

【クーリングオフに関する一般的お知らせ】

<1> 事前に私ども関係者から直接面談などの形で講座の説明を受けずに、インターネット等の情報だけでお申込み

頂いた方はクーリングオフの権利があります。自らの営業を目的として受講を希望される方は、クーリングオフの対

象外となります。

<2> 受講を開始された方は クーリングオフの対象にはなりません。

<3> クーリングオフ対象者は、申込み登録申込日から起算して 8 日間は書面により無条件に契約の解除ができます。

<4> 既に納入いただいている代金は、会員が指定した指定口座へ銀行振込にて返金します。振込手数料はご負担

下さい。

<5> クーリングオフの効力は、クーリングオフを通知する書面の郵便消印日付から生じます。書面は本契約を行った

事務所宛に郵送して下さい。

<6> クーリングオフ受付後は、損害賠償、違約金、役務の対価やその他の金銭を支払う必要はありません。

平成 21 年　　月　　　日　　　　署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

※別紙『村松整体塾（自分自在ラボ）受講申込書』も同様に署名捺印ください。


